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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前１０時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（中村勘太郎君） おはようございます。 

 各議員におかれましては、お忙しいところをご参集いただき、ここに１０日目

の議事が開会できますことを心から厚く御礼を申し上げます。 

 また、傍聴者を含め議場に入場する方には、マスク着用などの新型コロナウイ

ルス感染症予防の対応にご理解とご協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

 ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくご協力のほどお願いを申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 一般質問～ 

○議長（中村勘太郎君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 ２番、長岡君の質問を許します。 

 ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 皆さん、おはようございます。２番、長岡千惠子です。 

 皆さんは今日、さぞかし健やかなお気持ちでお目覚めいただいて、お席に座っ

ていただいていることと思います。一般質問３日目ともなりますと、昨日、おと

といの質問の内容とかいろいろ考えますと、今日質問する私は、緊張と、どうし

たらいいのかなという思いと、それが相重なりまして昨晩は一睡も眠れないよう

な小心な私が残念でなりませんが、せっかくのチャンスですので、ここで気合を

入れて一発頑張ろうという思いで今日はやってきましたので、どうぞ最後まで誠

意あるご回答をよろしくお願いしたいと思います。 

 始める前に、もう一つ皆さんにお願いしたいと思います。通告してある順番を

少し変えて、２つ目、３つ目、それから最初の質問というふうにさせていただき

たいと思いますので、タブレットでご覧になったりしている方は、すみません、

その順番で行きますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１つ目の質問ということでえい坊館の活用をから始めさせていただ

きたいと思います。 

 えい坊館、出来上がって竣工した当時といいますのは、１階に喫茶エリア、昼
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食の時間だけではなく、開館している間の時間帯には、地域の方をはじめ多くの

町民の方が憩いのひとときを求めて来館があったという記憶をしております。 

 えい坊館の現状を見て、担当課及び町長はどういうふうに感じられるのか、教

えていただけますでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） えい坊館の状況ということで、ちょっとお話、ご説

明させていただきます。 

 えい坊館の利用人数でございますけれども、平成２９年度から３万１，７７４

人、平成３０年度３万３，５５６人、令和元年度２万９，４９９人、令和２年度

１万４，８９５人、令和３年度１万４，１０１人というふうな状況でございまし

て、令和２年度以降は、コロナの影響で休館したこともあり、減少が続いている

というふうな状況でございます。 

 オープン当初は、発酵をテーマに麹ドリンクや、永平寺の典座老師にご教授い

ただきました「おかゆ」のメニュー、また地酒飲み比べやビアホール、フリーマ

ーケット、縁日広場などのイベントを開催いたしまして地域の魅力発信、にぎわ

いを創出して、ある程度イベントも成功してきたのではないかというふうに思っ

ております。これもコロナの影響で令和２年以降はちょっと休んで一服感も見ら

れますが、前半におきましてはそれなりに取り組んできたのではないかというふ

うに思っております。 

 飲食スペースでございますけれども、こちらのほうは、人件費、食材費に対す

る収益との費用対効果で、バランスが取れないということで議会のほうからもい

ろいろご提言をいただきました。令和３年度からは見直しのために休止しており

ますけれども、今現在、やはりコロナ禍で施設利用もなかなか見込めないという

ふうな状況が続いておりますので、引き続き休止という対応を取らせていただい

ておるところでございます。 

 令和５年度につきましては、毎月第３日曜日のフリーマーケットや、地酒バー

などの実施予定がございます。そこで飲食スペースの活用も図りながら、管理体

制も含めた今後の最適な活用方法を検討しながら進めたいということで、今、物

産協会と準備を進めているところでございます。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これは長岡議員も経緯はよくお分かりだと思います。飲食ス

ペースをやっている中でなかなかその費用対効果、これは長岡議員もそのときい
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ろいろ指摘をされましたし、また決算委員会の中でも決算委員会の意見というこ

とでしっかりとそこは見直すようにという、また私たちもそういった認識を持ち

ながらしました。 

 ただ、やっぱりしっかり利用していこうということでプロポーザルとかいろい

ろ利活用の提案をしていただくとかありましたが、何か土壇場になってキャンセ

ルになったとか、これも長岡議員も覚えていると思います。町として、やはりあ

そこの飲食スペース、何か有効に使っていきたいなという思いはある中で、今、

観光物産協会からもいろいろなこういったご提案もいただいておりますし、また、

この前地域おこし協力隊の方が来られたときも、これは実現できるかどうか分か

りませんが、そういったスペースを使って何かできないかとか、そういったお話

もさせていただいております。 

 もう一つは、これは楠議員の昨日の質問の中でもありましたが、やはりここを

受けてくれる方を、これからしっかり探していくということも、大切だなという

ふうに思っていますので、引き続き、ここの利活用に関しましてはしっかりと有

効に活用できるように、またいろいろ関係者の皆さんとお話をしながら進めてい

きたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） ２つ目に聞こうと思いました、今、貸館として使っている

わけですけれども、貸館としての年間稼働率も、課長お答えいただいたので改め

てもう一度、その貸館状態になった現状について、稼働について教えていただけ

たらと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） 先ほど申し上げましたのはえい坊館の利用ですので、

次にお答えいたしますのはえい坊館の貸館部分としての人数を申し上げます。 

 貸館の利用人数でございますが、平成２９年度は６，９８８人、３０年度８，

８５６人、令和元年度６，０００人、令和２年度２，４１０人、令和３年度２，

２４３人、令和４年度、１月末時点でございますが２，９１９人というふうな状

況で利用者はコロナで落ち込みまして、えい坊館もちょっと閉館にした期間もご

ざいます。閉めてしまった期間もございます。そういうところを加味しますと、

少しずつ今また利用者は戻り傾向にあるのではないかというふうには感じており

ます。 

 利用内容でございますが、公民館のような講座もございますけれども、どちら
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かというと私的な講座、習い事のような講座、民間のそういうふうな講座で使っ

ていただいき、講習会、団体の総会、さらには同窓会や個人的な集まりなどにお

いて、町内外にわたりまして事業者、若者、友人同士、個人同士の集まり等で多

種多様に幅広くご利用いただいているというふうに感じております。 

 以上です。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） こうやって見ますと確かにね、その開館当時から見ますと

貸館としての利用者も年々減ってはきていますけれども、コロナ禍であってもや

っぱり２，０００人余りの方が利用されているということは、今ならまだ間に合

う、チャンスがあるかなと私は考えているわけですけれども、その利用者がある

間に１階のフードコート、要するに喫茶室のところを再開すれば、特段広報しな

くても口コミで町内の皆さんには伝わっていくというふうに考えられます。 

 今後ますます、団塊の世代の方が後期高齢者となっていくわけですので、高齢

者がおのずと増えていくというのは当たり前ですよね。そういった方々が気軽に

集える憩いの場や、コミュニケーションの場としての居場所提供というのが今後、

えい坊館だけではなくて、町内至るところに必要になってくるというふうにも考

えられます。お昼の時間帯は高齢者向けに、また夜の時間になれば若者の出会い

の場としての、フードコートの再開を望むという町民の声が、松岡地区だけでは

なく、上志比地区や永平寺地区からも多く聞こえています。 

 現在のえい坊館の状況を見てみますと、管理状態を見ていると、えい坊館の時

計が１２時でかなり長い間止まっているというのをご存じでしょうか。これでは、

時計の管理すらできないのであれば、建物の管理ができたり運営ができたりでき

るはずがないじゃないですかね。管理委託業者がフードコートを再開することで

採算が合わないというのであれば、えい坊館の管理委託も含めて、先ほど町長が

おっしゃっていましたけれども、ほかの業者に委託するということも検討が必要

なのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） すみません。時計のほうはちょっと管理不足という

ところもありましたが、今早急に対応ということで対処しておりますので、ご理

解をお願いいたします。 

 それと、えい坊館の活用でございますが、町外からのご利用もいただき町の魅

力に触れていただく施設という一面もございますが、議員がおっしゃりますとお



 －195－

り、町民の方の憩いの場、交流の場、最近は若い方、ワカマチグループの方にも

積極的に使っていただくなど、いろいろな町民の方にも使っていただく施設とし

て、今後利用促進を図っていくというふうに考えております。 

 令和５年度の施設運営管理におきましては、物産協会の業務委託のほかにも、

町のほうでも会計年度任用職員を１名雇用しまして、町もしっかりと責任を持っ

て対応できるようにというふうな体制を取っております。 

 飲食スペースの再開、運営につきましては引き続き検討していきたいというふ

うに思っておりますが、今議員さんもおっしゃられましたとおり、ご利用される

方のご意見、町民の方のご意見にしっかり耳を傾けながら、利用促進については

工夫を凝らして最適な施設の運営という体制を検討していきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 検討していただけるのは非常に大切なことだと思います。

でも時間がかかり過ぎています。既にあそこを閉めてどれだけの月日がたったか

ということを考えていただくと、もう考えている暇はないのではないですか。ど

ちらかというと早急に再開することのほうが肝要ではないですか。せっかく、昨

日の質問にありましたけれども、若い人たちがグループをつくってそれで団体化

して話合いをしている、寄り集まっているということがあるのであれば、その人

たちがやっぱり集まって話しする場所、それから出会いがないというのだったら、

そこに若い人を募って出会いの場をつくること、これは早急にやらないといけな

いことですよね。そんな考えている暇はないです。即刻決断していただけたらと

いうふうに思っております。 

 それに、まして、先ほども申し上げたように、高齢者がどんどん増えてくるわ

けです。ここ多分三、四年はかなりの勢いで後期高齢者が増えるということは、

私よりも皆さんのほうがご承知のとおりだと思います。一生懸命福祉保健課が頑

張って、健康寿命を延ばそうとして努力されても、集まって話しする場所さえな

いのであれば、それはちょっとどうなのかなって。そんなにお金かかるわけでも

ないのに、お金は高齢者の方が持ってコーヒー飲んだりご飯を食べたりするわけ

ですから、その採算さえ合えばいいわけですよね。そこを考えて再開ということ

をやっていただけたらというふうに思っております。 

 何せ認知症予防には、やはり人と人とが交流すること、話をすること、笑うこ
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と、これが一番だと私は思っておりますので、ぜひともやっていただきたいし、

若い人には出会いがない、出会いがないから結婚に結びつかないのです。よく聞

きますけれども、そういう場を私たち大人が若い人たちに提供していますか。恐

らく昔ながらのおせっかいな仲人のおばさんはもう今はいませんから、そういう

場が持ててない若者がたくさんいらっしゃると思います。なら町でその場をつく

る、これも一つの定住と、それから子どもを増やそうという案になっていくと思

いますよね。商工観光課だから関係ないのでなくて、全てつながっているわけで

す。そこのところをしっかり考えてのフードコートの再開を、早急にお願いした

いというふうに思っております。 

 ご所見があればお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） 議員さんがおっしゃいましたご意見、町民のご意見

ということで、また広くその他の意見も取り入れまして、しっかり結果出せるよ

うに進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 福祉の観点とかいろいろな観点でも、検討していきたいと思

います。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 期待申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 で、管理委託に対しましても、既存のところだけでなく広く考えていただきま

して、町の意向に合ったところでの委託を、ぜひ見極めていただいて進めていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２つ目の質問に移らせていただきたいと思います。 

 ２つ目ですけれども、将来的に自動走行はどうするのかという質問をさせてい

ただきました。 

 自動走行について、令和５年の事業内容、どこが推進していくのか。事業予算

は町が負担するのですか、また国の事業なのですか。せんだって岸田総理が視察

にお見えになったということから考えると、国の事業なのかなとは思いますけれ

ども、国の事業ならば半永久的に継続するのでしょうか。お答えをお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 令和５年度の自動運転の事業につきまして、１月２

０日の全員協議会においてご説明させていただいたとおり、町としては事業予算
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を持たず、まちづくり会社ＺＥＮコネクトが国などの事業を受託しつつ運用して

まいります。 

 先月、岸田総理が視察に見られましたが、自動運転レベル４に向けた実証は国

の事業となっております。まちづくり会社が運行管理を受託しまして、実施して

まいります。町は、参ろーどの提供、あとＭａａＳ事業で得た情報の提供、あと

自動運転レベル４の視察対応などの支援を行ってまいります。また、新たにこの

参ろーどを活用して実証する民間企業があれば、参ろーど活用について協力して

まいりたいというふうに思っております。 

 国の事業がいつまで継続されるかということについてですが、今現在公開され

ています国の計画では、２０２５年度──３年後ですね──までが区切りの年度

というふうになってございます。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 国が３年後まで関わっていただけるのであれば、３年後ま

では何とかそのままでもやっていけるのかな、というふうに思いたいですけれど

も、それはちょっと後の話にさせていただいて。 

 志比南地区という地区を考えますと、志比南地区はもう既に近助タクシーが地

域住民の足として活動を開始しています。自動走行車が地域住民の足、実用化と

いうのは現時点ではちょっと考えにくい、というのが私の考えですけれども、そ

れが誤解だとおっしゃるのでしたら誤解と示していただければ結構です。 

 国の実験事業が終了した後、自動走行車はどうなるのですかね。町はどうしよ

うと考えているのか、３年後のことをお聞きします。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 何度も申し上げていますが、自動運転、実用化２年しました。

その間、その後に近助タクシーが生まれましたので、そもそもやっぱり地域の皆

さんの足をどうやって生かすかという中で進めた事業です。近助タクシーが生ま

れましたので、今年度は、来年度の予算見ていただければ、予算を持っておりま

せんので、その辺はご理解をお願いしたいなと思います。近助タクシーに切り替

わったということでいいと思います。 

 あと、ただ、引き続きこの永平寺町で行われた、国が行ってきた実験、４月か

ら法律が変わってさらに３年間、まちづくり会社がまちづくり会社のお金、これ

に対しては町からは補助金とかそういったものはありません。そんな中で運用を

していく、国と連携を取りながらその会社としてのノウハウ、これまで積み上げ
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てきたノウハウを生かしていくということですので、これまでとはちょっと運営

方法が変わりまして、国の実験をまちづくり会社が委託を受けて、サポートをし

ていくということになりますので、これは何度も申し上げています。ご理解よろ

しくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） あと、町の方向性としてどうかということで、今現

在使用しております車両、システム、これ全て国の所有となります。今後につき

ましては、また国と協議して対応してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 町の自動走行に関しての関わりというのにつきましては、

今のご答弁からおおよそ推測ができます。国はこの実験、どこまで進んでいるの

かなという思いはしております。また、いつまで続くのかなというのは、今ほど

の３年でというのが分かりましたのでいいのですけれども、恐らく町民の皆さん

というのは、今までの流れの中で初めて、あと３年だとお分かりいただいたので

はないかというふうに思っております。 

 さきに述べましたように、自動走行が実用化して地域住民の足と思っている方

は少ないというふうに思っておりますが、それなら実験に使った施設や車両、国

のものなのでどうなるか分からない、ということですけれども、国だって使い古

しの車を引き揚げても、どうにもならないじゃないかなというふうなことは、推

測がつきますので、それを有効に活用するということをお考えでしょうか。活用

案があれば教えていただけたらと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この３年間、町は実用化からは離れますが、まちづくり会社

が独自であの２キロ区間は走らせると思います。それを毎回走らせるのかどうか

はまちづくり会社の判断になると思いますが。 

 観光に生かすとかいろいろな面で運行されるのかなと思います。３年というの

は、国が次の目標年度を３年に定めた。やはり最先端のこの技術に対しましては、

総理が来ていただいたというお話もありますが、やはりちょっと日本国内では永

平寺町がトップランナーという位置づけにもなっていますので３年間続く。その

後の３年間は、その３年の状況を見て、また国がどういうふうな計画を立ててい

くかというのは、話し合われるのかなというのも思っています。 

 その実用化の部分でまちづくり会社と国との、これからこの機械に対しまして
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もお話になると思います。町がこの機械を所有するとかそういったことは、今の

ところは町としては考えていませんが、ひょっとしたらまちづくり会社がこの機

械を所有するかもしれません。ただ、国の所有ですので、国の資産、国の予算で

買われていますので、ほかの団体、ほかの自治体にその資産を移譲するというこ

とは簡単ではございません。その入札方式とかいろいろあるようですが、それは

また国の判断になるかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 取りあえずはまちづくり会社が自動走行の運行を継続する

というふうに考えればいいのかなと、今お話をお伺いしていて思いました。 

 自動走行車ですけれども、それが楽しくて毎週乗りに来るお子さんが、町外の

お子さんですけど、いらっしゃるということを聞いています。そういう方がいる

のであれば、地域住民の足としては活用できなくても、来年、新幹線開業します

よね。それをうまく利用して、新幹線を利用して町内に来られる観光客を対象に

してはどうかというふうに考えます。ＪＲ、それからえちぜん鉄道と自動走行、

タッグを組んで自動走行を体験していただくような企画、というのを提案しても

いいじゃないかなと、思っています。 

 ちまたの観光地では、その乗り物に乗らないと目的を果たせないというような

観光地もたくさんありますし、そのほかにも、例えば、もう今は実用として走っ

てないというか、ＳＬの体験乗車だとか、あるいは馬車に乗るとか、いろいろそ

の体験みたいなこと、そこに行かないとできないということ、そういう企画をや

ってらっしゃるところがかなりあります。そういう意味では、自動走行という未

来的な乗り物と、幻想的な世界的に有名な禅の体験、これ組み合わせることって

時間の流れと動と静を組み合わせたすごく面白い企画ですよね。そういったこと

を組み合わせることによって、売れる自動走行、もうけることのできる自動走行

というふうにも考えられると思います。観光客が対象となれば、当然ですけど、

その運賃も１００円、２００円、安ければ安いほど価値が下がってしまいます。

もっと高い料金で運行すればいいわけです。それだけの体験価値というのがある

はずです。そこら辺を考えて運行するというのも一つの方法だと思います。 

 今は、宗教に対して崇拝する人というのはあまりいなくなっています。お寺が

お寺がとおっしゃる方はどんどん少なくなっています。その人たちを永平寺本山

に呼ぶにはどうしたらいいか。新しいもの、体験するもの、そして短い時間で禅

を体験できれば、そんなに充実した内容というのはなかなかないように思います。 
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 今、開業に向けていろんなところで、商工観光課さんはアピールをしてらっし

ゃると思いますけれども、実際にこの新幹線開業に向けて、どうですかね、それ

なりのライセンスとスキルと、それからキャリアを持った方、いらっしゃるので

すか。いなければ呼んできてでもやらないと、１００年に１回のチャンス、逃し

てしまいますよ。そう心配しているのは私だけではないと思います。みんなしの

ぎを削って、どこの市町も何とか物にしようと考えていますから、ぜひともそこ

ら辺考えていただけたらというふうに思っています。 

 ご所見があればお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この自動運転、コロナになる前のゴールデンウイークに走ら

せたとき７００人のお客さんが乗っていただいて、そして議会のほうからもやっ

ぱり観光に生かそうという声もいただいて、実は商工観光課、どういうふうに観

光に生かしていくかと入っていった矢先にコロナになって、なかなか観光でこの

実用化の中でも。実は実用化やっていた時期はコロナの時期に重なっていまして、

観光で生かすことができなかったというのも現実です。 

 ただ、まちづくり会社の皆さんはそのときの運営もしておりますので、またこ

れを観光客の多い時期に集中して走らせ、まちづくり会社も収益を上げたいと思

うと思っています。町からの支援はその辺にありませんので、しっかり収益を上

げていきたいと思っていると思っていますので、またそういったことで活用でき

るかというのもあります。 

 もう一方、町としては自動運転の予算を持っていませんが、例えば観光のイベ

ントの中でこれを生かすとか、そういったところはどんどんやっぱり支援をして

いきたいなというふうな思いもありますので、観光に生かしていくということも

一つの大きな素材になるかなというふうには思っています。 

 それと、今、ほかの市町、いろいろな観光についてのそういう進め方のお話も

ありましたが、これまで永平寺町もどちらかというと門前の開発とか、いろんな

先手を打って、先々に打って、今ようやく民間の皆さんが大きく投資をし出し動

き出してきている。やはりここを目標にずっと進めてきています。また、ここま

で来ますと、町単独というのももちろん大事ですが、やっぱり近隣市町との連携、

そして他県との連携、こういったことも大事になってきまして、そこの連携をし

っかり取らせていただいておりますので、今年が開業に向けての集大成の年でも

ありますけど、開業してから先のこと、そこもしっかりと見据えていろいろ他市



 －201－

町、県等も含めて協議をしていっているところですので、ご理解をお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） 町長もちょっとおっしゃっていただきましたけれど

も、大きな投資は町のほうは結構進んでやってきておりますけれども、昨日も一

般質問の中でもお答えさせていただいたとおり、あと細かいところ、いろんなと

ころをつなぐとか、あと体験コンテンツとか、ちょっとそういうところをまだ仕

掛けている途中ですので、そちらのほうは行政がというよりは、やはり民間の方、

行政もいろいろお手伝いはさせていただいておりますけれども、事業者さんの主

体的なそういう取組などを町も応援しながら、大本山永平寺を拠点として、もう

少しいろんなところを巡っていただく、いろんなところと結びつけられて、永平

寺町の魅力が全体的にもっと底上げできるような、そういうふうなことをしっか

り行政としても応援していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 各市町と連携することも大切です。大切ですけれども、独

自性を出すことも大切です。それが選ばれるということですから、これを覚えて

おいてほしいと思います。選んでもらいたいことですから。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 門前の開発、また禅の発信、ＳＨＯＪＩＮ、これ町の独自性

を早い段階から出してきているということも、そしていよいよここに民間の方も

今から加わって進めていくということをやっていますので、その辺はご理解をよ

ろしくお願いしたいと思いますし、また、今おっしゃられたとおり、近隣市町と

他県に任せるのではなしに、引き続きこの禅とか九頭竜川とかこういった発信に

もしっかり努めていきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 町長の意気込みよく分かりましたので、期待しております

ので、この１００年に１回の新幹線開業のチャンス、必ず永平寺町にとって有益

な事業になることを願っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、最後の３つ目の質問にと移らせていただきたいと思います。 

 ３つ目の最後の質問ですけれども、昨年の暮れだったと思いますけれども、県

は不登校特例校の設置というのを検討している、というニュースを見ました。そ

れを見まして、本町は一体どうなっている、のかなということで質問させていた
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だこうと思っております。 

 まず、不登校特例校といっても、昨日ちょっと教育長おっしゃっていましたけ

れども、まだまだ聞き慣れない言葉だと思いますので、不登校特例校というのは

どういう学校なのか、ということをお聞きしたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） では、お答えさせていただきます。 

 不登校の状態、つまり通算して３０日以上の欠席の児童生徒を対象とするとい

うことになります。そして生徒の実態に配慮した教育課程ということで、そうい

う学校でございます。 

 しかし、今議員もおっしゃったように、県としては、フリースクールとか県外

のいろいろな視察をしながら、検討をしているというふうな、２月の県の教育長

会、検討はしているけどなかなか問題も多いなというふうなことを、県の教育長

は言われていました。 

 以上です。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 県が不登校特例校を設置しようと考える背景、何かがあっ

たからそれが必要だというふうにお考えになってらっしゃるのだと思うので、そ

の背景についてお伺いしたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） これは新聞報道でも議員ご理解しているのではないかと思

うのですけど、このコロナ禍で、やはり子どもたちもその規制なんかで疲弊して

いますよね。一番、やはり学校の楽しいというのは、人と人とのつながり、それ

から会話ですよね。そういうものが規制されているということで、それから中学

校では部活動も規制されていました。そういう状況の中で、やはり子どもたちは

学校での楽しみが失われたというようなことも含めて、不登校児童が増加してい

るということで、対応を考えているというふうなことだと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） この質問をさせていただくに当たりまして、私も、力及ば

ずのところはありますけれども、若干調べさせていただきました。 

 令和３年度、県内の小中学校と高校で学校を３０日以上欠席している、不登校

という扱いになった児童生徒が、福井県全体で１，４０１名いるそうです。過去

１０年間で最も多くなったというふうに書かれておりました。ちなみに、令和４
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年度の県内の小学生の数は３万８，４４４人、中学生は２万９４２人。残念なが

ら高校生の資料がなかったので、高校は３年間ということと、ほぼ１００％に近

い中学生が高校へ進学していることから推測しますと、中学生と同等数の２万１，

０００人という高校生がいるというふうに考えられます。合計すると８万人の児

童生徒ということになります。この８万人に対して、不登校の生徒ということ、

率にしますと１．７％が不登校ということになります。 

 本町にも不登校の子どもたちはいると思っておりますけど、不登校の児童の数

については公表されていませんので、臆測数で話を進めさせていただきますけれ

ども、町内の小学生８６５人、中学生４８０人、高校生も、推測ですけど中学生

と同じ４８０人、合計で１，８２０人の児童生徒がいるということになります。

これの１．７％で計算すると、本町における不登校の児童生徒数というのは３０

人という推測がされてきます。 

 こういうことを踏まえて、県も積極的に取り組まないといけないのかなという

ふうに考えたのかもしれませんけれども、不登校児童生徒の数から考えますと、

それで本当にいいのかな、不登校特例校でいいのかなという思いもします。確か

にコロナ禍の中で学校の楽しさが分からなくて、学校に行けない子もいるかも分

かりませんけれども、やっぱり学校の環境を変えてあげないと、学校に行けない

子もいるのではないかと思います。この特例校というのは授業のカリキュラムを

変えての話になりますから、通う学校は同じですよね。同じ学校へ行くことにな

りますよね。学校へ行けない、行けてない子に、同じ学校に行ってカリキュラム

を変えても、果たして行けるのかなと思いますし、学校へは行けて保健室で授業

を受けていたり、あるいは別室で授業を受けたりするお子さん、そういった児童

には、カリキュラムを変えることで学校が楽しくなるということも考えられます。 

 そういうことを踏まえて、不登校特例校と、それから話題にのっています小規

模特認校、これの違いがありますから、違いについて理解できるような説明をし

ていただけたらと思いますが、お願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） この不登校特例校というのは一つの学校です。不登校の児

童が行く学校です。そういう学校をつくろうとしています。そういうことでご理

解ください。 

 ですから、今の質問に関しましてはこういうことになります。 

 不登校特例校というのは、年間３０日以上欠席の児童生徒が行く学校です。 
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 それから、特認校につきましては、昨日も説明をさせていただきました。簡単

に言えば、少人数の学校で、一定の条件の下で他の、町内対象というふうなこと

でお話しさせてもらいますけど、町内対象の児童生徒が自由に通学できる学校と

いうことになります。 

 ただし、昨日もお話ししましたけど、これには条件があります。条件が。１つ

は、学校の教育方針。やっぱりいろんなカリキュラムを組むと思いますから、そ

ういうふうな教育方針をしっかり理解すると、保護者の方に。それから２つ目に、

通学については保護者が責任を持って行う。これも昨日、町外の方もということ

を言いましたけど、なかなかそれは保護者の方の負担もあると思いますので。そ

れから３つ目に、保護者が学校行事やＰＴＡ活動、これには、やっぱり人数少な

いですので、協力し、必ず参加するというふうなこともありますね。それから最

後に、特認校の学校区の中学校に進学するというふうな、そういう４つの条件が

ついているという学校でございます。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） お調べいただいたことなので、間違いはないと思います。

私のほうが間違っているのかもしれませんけれども、私は、不登校特例校という

のは、新しく学校を新設するのではなくて、カリキュラムを変えるというふうに

解釈しましたので、今のような発言をさせていただきました。カリキュラムを変

えるだけでは駄目だよね、という思いがあったからそう発言させていただいたわ

けですけれども、教育長のおっしゃることが正当であれば、新しい学校をつくる

ということであれば、もちろん子どもたちの環境が変わりますので、それはそれ

でいい、それを選ばれるというのも選択の一つかというふうに思います。 

 そんな中で、ちょっと不登校特例校を調べましたら、令和４年４月の時点で全

国に２１校あるそうです。既に設置されているそうです。ただし、北陸３県には

まだ一校もありません。富山県富山市が令和５年度以降設置に向けた具体的な検

討をすると、していきたいというふうなことを表明しているというふうに聞いて

おります。 

 これに対して小規模特認校は、今教育長がおっしゃったように、全校生徒数が

１００人以下の学校で行われている制度であって、校区を外して広域的に通学で

きる。自然環境に恵まれた立地にあり少人数であるため、児童生徒一人一人の個

に合わせた教育が可能となる。校区外の児童に対しては公募をしている、という

ふうなことが書かれてありました。 
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 本町にも不登校の児童生徒が存在しているということは、私のみならず皆、ほ

とんどの方がご存じのことだというふうに思っております。本町の不登校の児童

生徒にとって、どういう学校が適切というふうにお考えになっているのでしょう。

また、その子たちに対してどういう対応をしていくのかについてお伺いしたいと

思います。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） まず、ちょっと誤解されているところがありますので、特

認校というのは不登校の生徒というふうな意味合いではございませんので、そこ

をちょっと誤解されているのではないかと思います。 

 それから、この特認校のことを本当にたくさんの議員さんから質問を受けてい

ますけど、この特認校ということを私に紹介していただきましたので、これ県の

担当、それからいろんな関係の学識経験者なんかにも、いろいろ相談をさせても

らっています。それで、やはり永平寺町の実態ではなかなか効果上がりませんよ

と、目立つところに達しませんよと、生徒を増やすというふうな状況は明らかに

難しいですよ、というふうなことをアドバイス受けまして、そして議員さん方に

は分かりやすく僕、児童数が何人とかそういうふうなことを含めて、説明させて

いただいているというふうなことで、ご理解をいただきたいと思います。 

○町長（河合永充君） 特例じゃなくて、特認校の話をされています。 

○教育長（室 秀典君） そうですか。すみません。私、ちょっと勘違いしていまし

たので、失礼しました。 

 それで、不登校に関して本町はどのような対応をしているかというふうなこと

の質問はありましたですね。──はい。 

 そのことについては、以前も不登校児童の対応として、現在、町内では公共施

設を利用して、希望者に対して町採用の学習支援員を派遣し、個別指導を行って

います。実際に昨年の９月ぐらいから１人、公共施設を使って個別指導を週３回

やっていまして、その生徒は３月の中旬からちょっと、やはり学校にチャレンジ

しようというふうな気持ちが湧いてきたそうです。それで環境を変えたいという

ので学校を変えて、町内ですけど、体験入学をしたいということで、それでなじ

んだらそこに転校ということで、そういうふうにある程度その実績というのが少

しずつ現れてきていますので、過去にもそういう例が２件ほどありました。した

がって、そういう今の対応を継続していきたいと思っています。 

 なお、不登校児童も、もう全欠ではなしに積極的に学校に来ようという気持ち
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がありますので、来た段階では個別指導、つまり学習指導です。中学校には学校

教育支援員というのを配置しています。これは、中学校は特別に生活支援でなし

に、教員の免許を持った学習支援員を配置しています。登校したら学習指導も個

別指導もしっかりやるという体制も整えていますし、あと、悩み相談、心のパー

トナーとかスクールカウンセラー、それからソーシャルワーカーとかで相談活動

も積極的に行っているという現状です。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 不登校の子どもたち、一日も早く学校に行かれるようにな

るといいなという思いで聞いておりました。 

 不登校の子どもたちだけではなくて、今、本町では小中学校の再編について検

討されているということは、町民の皆様ももう既にご承知のことというふうに思

っております。再編計画につきましては、志比北小学校区で、保護者を対象とし

ての意見交換会が２回、それから地域住民を対象にしての意見交換会が３回開催

されております。町の説明では、保護者、地域の皆さんのご意見を尊重して柔軟

に対応するとおっしゃっていました。 

 ところが、その説明の中に、教育長のお考えからでいくと、小規模特認校は該

当しない、理がないということで説明をされなかったのかもしれませんけれども、

選択肢の一つとして小規模校が存続できる、選択肢ということを考えますと、や

はりこの説明は必要ではなかったかなというふうに思います。あまりにも統合の

みの説明でしたので、統合案の押しつけというふうに解釈されても仕方ないとい

うふうに思いましたし、私もそう解釈しました。 

 そんな中で町長は柔軟に対応するというお話をされていましたが、この小規模

特認校や、統合をしない、統合を廃止するということも含めて柔軟にお考えでし

ょうか。そこのところをお聞きしたいです。 

○議長（中村勘太郎君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 先日来何度も申し上げておりますが、方針案につき

ましては、議会からもこの説明で行けばよろしいというお答えをいただいており

ます。 

 それと、押しつけということにつきましても、保護者のご意見を最優先に柔軟

にというふうに、これまで何回も申しているところでございます。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 本当に皆さんからも柔軟に対応するということで、しっかり
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と保護者の皆さんからいろんな意見を聞いた後、保護者の役員の皆さんとお話し

させていただいたときも統廃合を前提ではなしに、じゃ、子どもたちの環境をど

ういうふうにしていこうか、というお話を先に進めてほしいということを、お伝

えして、そういうふうにいろいろな中で、話をしていただいたということもあっ

て、そこはやはり皆さんから、またいろいろな学校の保護者の皆さんからの声を

聞いた中で柔軟に、何が何でも私たちの意見ではなしに皆さんの意見をというこ

とで伝えております。 

 それともう一つ、これは何度も申していますが、やはり皆さんはこれから、こ

の答申にもありましたとおり、１人のクラスが生まれる、そして再来年もまた１

人のクラスが生まれるという中で、やはり私たちは、子どもたちの環境、そして

子どもたちの一番そばにいる保護者の皆さんの声を、やはり最優先に聞きたいと

いう、その思いは何度も伝えてきたと思います。 

 それと、保護者の皆さん、またその子どもたちは地域の住民で、また地域を支

えていく、担っていく人材でもありますので、そこの声を聞く、そしてその声を

基に地域の住民の説明会に入らせていただいた。 

 それともう一つ、昨日からも何度も申し上げていますが、これまでこの三、四

年間、毎回のように一般質問の中で議員と私たちのいろいろなやり取りをさせて

いただいて、その中で、例えば諮問しているとき、じゃ、こういうふうにアンケ

ートをしたらどうかとか、もっとオープンにしたらどうか、そういったことはど

んどん採用をさせていただいたというか、声を聞きながら、やはり公平になるよ

うに、皆さんに分かっていただけるように進めさせていただいております。 

 ずっとこのお話をさせていただいて本当に、改めて申し上げますが、ずっとや

っていてこれだけ活発に議員の皆さんも関心がある中で、議会からの私たちへの

提案は、素案については特段意見がなかったので、説明会に早急に入るようにと

いうことと、もう一つは、先ほど言いました柔軟に対応するようにというこの２

つを、これまでの長い中で議会としていただいた回答がその２つです。 

 ただ、昨日も申し上げましたが、議会の皆さんが議会として視察にも行かれて

いますし、住民の皆さんの声も聞かれています。議長も、新聞報道では３月中に

何らかの回答をしたいということも言っていただいていますし、私も昨日真摯に

受け止めて、皆さん、もう一方の議会は町の意見ですので、真摯に受け止めたい

というふうな答弁も昨日させていただいておりますし、今日もまた新聞に何か取

り上げられていましたけど、そういった思いです。 



 －208－

 こういった小規模校とかいろいろなやり方についても、私たちとしたら、なぜ

もっと早く言っていただけなかったのか、素案を修正できるタイミングは何度も

お示ししたのにという思いもありますが、ただ、皆さんの声ですので、しっかり

今回議会としてまとめていただいて、議会として、ひょっとしたら特認校が必要

なのか、志比北小学校を特例校にしていくのか、そういったことをまたご提案い

ただければ、また私たちもしっかり耳を傾けて議論をさせていただきたいなと思

います。 

 ただ、昨日も申し上げました保護者の皆様、これも町として令和６年４月はな

かなか準備が大変だという思いも伝えたのですが、いろいろな決算の中で令和６

年４月というのには志比小学校と一緒になりたいという、そういう保護者の皆さ

んの声もありますので、それに向けてもやっぱり私たち行政マンとしても、しっ

かり応えていきたいという思いもありますので、いろいろな時間的な制約はある

と思いますが、いろいろな、また議論をしていただけたらなと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 今の町長のご答弁からですと、進め方、進み方によっては

白紙になることもあるというふうな解釈でよろしいのでしょうか。確認です。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今回も申し上げましたとおり、議会としてそのいろいろな決

断をされるときには、しっかりとした調査や進め方、これは議員の皆さんも私た

ちに求められたとおりあると思います。これについては、議会と議論をさせてい

ただく、また議会といろいろ出てきたときに議論をさせていただく、そしてその

中で最適解といいますか、それを見つけていくということが大切ですので、今白

紙にするとかそういったことではなしに、しっかり議会と議論の場を欲しいとい

うことをお伝えしておりますので、ご理解をよろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 柔軟に対応するというような中で白紙撤回というのも含め

てでないと、何を申し上げてもこのまま進んじゃうですね。それは残念なことで

すよ。 

 ちなみに、学校の再編、今検討してらっしゃいますよね。今、町長は私たち議

員に小規模特認校の提案をもっと早くしてほしかった、とおっしゃいましたけれ

ども、私たちはそれに対するプロじゃないです。ここまで調べてくるだけでも大
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変な労力をかけているわけです。何もないところから調べているわけです。でも

行政の方というのはそのプロですよ。幾らでも情報をつかむことは可能です。そ

れをしなかった、その責任は重いですよ。ましてや、統廃合の話をするのであれ

ば、その該当する学校が小規模校であれば、生き残りの方法はこういう方法だっ

たらありますけど、皆さんどうですかという案があってしかるべきだと私は思い

ます。 

 確かにおっしゃっていますように、小規模特認校、メリットばかりではありま

せん。デメリットも確かにあることは十分承知しております。あえて言うなら、

県内に小規模特認校、もう皆さんもご存じですけれども、敦賀市に東浦小中学校

１校あるだけです。ですけれども、東浦小中学校視察させていただきました。地

域の子どもたち、それから校区外から通学している子どもたち、全ての子どもた

ちが生き生きと、分け隔てなく、協力して学校生活を楽しんでいました。 

 ただ、この東浦小中学校は募集範囲を敦賀市内に限定しているとしていました

ので、その通学方法とかというのを聞きました。東浦小中学校、今の杉津地区に

あります。敦賀駅からコミュニティバスを運行しているそうですけれども、駅か

ら学校まで約１時間の所要時間がかかっています。 

 その中で、小学校へ入学した子どもが中学校へ進学する場合、その地区の中学

校、その校区内の中学校に進学するとおっしゃいました。教育長おっしゃいまし

たよね、今。ところが中学校に進学するときにはもう１回、その特認校の中学校

に進学するかどうかの確認を取っていました。それで本人が元の居住していると

ころの校区の中学校に行きたいというのであれば、そちらのほうへ進学すること

も可能だというふうなお答えをいただきました。今おっしゃってらっしゃること、

ちょっと私の見地とは違っているというふうに思います。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） 基本の４条件というのは一応それが基本になっているとい

うことで、それは柔軟に、ただ、敦賀市はそういうふうな形で条件をつけたとい

うふうなことは考えられると思います。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） じゃ、続けて言わせていただきたいと思います。 

 特認校を本町に開設するということになれば、立地条件から言いますと、本町

は県と福井市、それから第２の人口を持つ坂井市に隣接しているわけです。本町

の児童生徒が福井市内の、例えば高志中学校や北陸中学校へ通学するのと同じよ
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うに、町外から受入れをというふうなことを考えれば、可能になるのではないで

しょうかね。本町の不登校の子どもというよりは、小規模校で手厚い、愛情たっ

ぷりの教育をさせたいと思ってらっしゃる、親御さんはいらっしゃるのではない

かと私は思います。 

 仮に福井市、坂井市あるいは勝山市から編入を希望して来られれば、車で３０

分、学校まで着ける範囲です。敦賀より立地条件としてはいいはずです。どう考

えてもそれを加味しないというのはおかしいと思います。嶺北には特認校一校も

ないですよ。そういうところで学びたいと思っている子どもさん、あるいはちょ

っと不登校になったから、手厚い教育をしてほしいと思ってらっしゃる保護者の

方、そういう方に対しての救済、そしてその地元である志比北地区の子どもたち

が今まで通った学校へずっと通えるということであれば、こんなに喜ばしいこと

はないではないですか。 

 どうやったら生徒を集めるのですかという疑問があるかもしれません。それは

教育長をはじめとした学校教育課の努力です。努力義務です、集めることは。そ

れをしないで、町内では不適切だから。そんな発言、おかしいです。もっと子ど

ものこと真剣に考えましょうよ。 

 というのは、２回目の保護者説明会のときにこういうことを発言された親御さ

んがいらっしゃいましたね。「うちの子どもは志比小学校に行きたくないと言っ

ています」と発言されたご父兄の方がいらっしゃいました。これは子どもの、児

童の悲痛な叫びだと私には聞こえました。何とかしてあげたいと私はそのとき思

いました。この子が６年間、この学校で卒業できるようにしてあげることができ

たら一番いいなと思いました。 

 ところが、３日目に行われた地域説明会で、覚えてらっしゃると思いますけれ

ども、行きたくないと言っている子どもはいませんかという質問の中で、お答え

は何でした？ そういうデータはありませんというお答えでしたよね。この責任

は重いですよ。この発言に対する責任ってすごく重いですよ。自覚してらっしゃ

います？ 子どもの叫び、子どもの声に耳傾けてらっしゃいますか？ 親じゃな

いです。学校へ行くのは子どもです。分かっていただけますか？ これを考えま

すと、やはり白紙撤回も含めて柔軟に対応していただきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） ありがとうございます。 

 今、最後に「子ども」というキーワードが出てきましたですね。それで私も、
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今おっしゃることはよく分かりますよ。子どもを第一に考えて、今言っているこ

と、これをこれからやっぱり皆さんに考えていただきたいのです。 

 今、特認校、特認校って言われますけど、私らはそういうふうなことも含めて

やっていきたいです。やっていきたいですけど、先ほどから何回も言っています

ように、そういうふうなことで取組を行っても、状況的なことを考えて成果がな

かなか出ないと。だからその間に、今現在、子どもは学年１人とか数人とか、昨

日も私話をさせてもらいましたけど、７年度には３学年が３人以下になります。

それも同級生がいない学年が２つ、２学年できます。１１年度には全ての学年が

３人以下ですよ。そういうふうな状態で、本当に子どもたちにとってプラスにな

りますかね。そして特認校制度を活用してやってもどれだけ中に入ってくるかと

いうことは、やっぱりこれはなかなか難しい制度活用だと思います。それで効果

が上がるかというと、僕はちょっとどうか、というふうなことを、皆さんの、い

ろんな学識経験者の方のご意見を聞いても難しいよというふうなことがあったか

ら、そういうふうなことで皆さんにお答えしているというふうなことをご理解い

ただきたいと思います。 

 ただ、議員さん、子どもということをしきりに言っておられますので、本当に

そういう面で子どものことをちょっと考えていただきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 白紙撤回に誤解をされているようなところもあるのかな。白

紙撤回ということは、諮問する前の段階に戻すということになります。 

 今、長岡議員いろいろ子どもたちの環境のことを心配されておりますので、ど

ういうふうにこの環境をよくしていくかという議論になると思いますので、そう

いった点白紙撤回ではなしに、どういうふうな環境をつくっていくか。そこには、

何度も申し上げました、私たちも保護者の皆さんに、統廃合ありきではない中で

子どもたちの環境をどうしたらいいかということを保護者の皆さんに説明会の後

に聞かせていただいておりますので、そういった点で私と長岡議員の白紙撤回の

意味合いが少し違うのかな。長岡議員もそういった意味で白紙撤回とおっしゃら

れているのではなしに、統廃合ではなしの子どもたちの環境をどうしたらいいか

という意味での白紙撤回という意味かなと思いますが、そういった点で、白紙撤

回といいますと何もなかった、前のしない状況に戻すというのでは、私たちにそ

れは考えていないということですので、ご理解をよろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ２番、長岡君。 
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○２番（長岡千惠子君） 今町長がおっしゃったように、私の言う白紙撤回は、あり

方検討委員会の前に戻せということではなくて、素案の内容そのものを撤回しろ

ということです。そこは今町長がおっしゃったとおりのことです。 

 で、教育長の発言に戻らせていただきますけれども、教育長、１人になる、１

人になるとおっしゃいましたけど、その１人になる子のために何か努力されまし

た？ １人にならないようにする努力、教育長ご自身なさいましたか？ それを

お聞きしたいです。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） 暫時休憩お願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 暫時休憩します。 

（午前１１時１３分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時１６分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） 休憩前に引き続き再開します。 

 ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） 今ほどはちょっと感情が高ぶってしまってボルテージが上

がり過ぎてしまったので、言ってはいけないことだと思いましたので取り消させ

ていただきます。失礼いたしました。申し訳ありませんでした。 

 ただ、その１人の子が１人として孤立するというか、１人だけにならないよう

にするため、例えば交流なさってきたと思います。学校間の交流なさってきたと

思うのですけれども、それをもっと深くやってきたとかいうふうなこともあった

のでないかと思ってのお話ですよね。 

 この特認校、どれだけの子どもが集まってくるか分かりません。ですけれども、

何もしないというか、こういう学校がありますよということを、アピールする前

からそれは集められないというふうに思うのはいかがなものかな、というふうに

私は思っております。ぜひともそこら辺をもうちょっと子どもたち本位で、そし

て地域でも、やはり学校の存続を望んでらっしゃる方が大勢いらっしゃること、

今回、議会と語ろう会をしても感じました。そのご意向というのをやっぱり酌ん

であげたいと思います。その証拠が「学校の校名はどうなりますか」「校歌はど

うなるのですか」。志比北小学校の名前がなくなり、校歌がなくなり、制服がな

くなり、体操服も変わってしまう、その状況はやっぱり何とかしてほしいなと思

って、そういう発言をされているのではないですかね。私は、その裏に学校を残
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してほしいという念願が込められていたように思いますので、何とぞ広いお気持

ちを持ってご検討いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして私の一般質問を……。答弁あるようでしたらお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 先ほど町長からもありましたけど、白紙撤回という

のが再編方針案に対してだけということでしたら、それに対するご意見は、新聞

報道で私も見ましたけど、議長も議会としてのご意見をまとめないといけないと

おっしゃっておられたと思うのですけれども、議会としてのご意見をまとめてい

ただきたいなというふうに考えております。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） 再度ちょっと確認させてもらいます。 

 町の方針としましては、児童生徒に一番近い保護者の皆さんのご意見を最優先

しながら進めているというこの基本方針は、やっぱり持っていきたいと思います。 

○２番（長岡千惠子君） 保護者の意見、反対意見というのもしっかり耳に入れてい

ただけたらと思います。どうぞ、子どもたちのためですので、よろしくお願いい

たします。 

 以上で終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（中村勘太郎君） 暫時休憩します。 

 ３０分より再開します。 

（午前１１時２０分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時２９分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） 休憩前に引き続き再開させていただきます。 

 次に、９番、滝波君の質問を許します。 

 ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） それでは、３月議会一般質問最後の質問者となりました。

今回は３つ用意させていただきましたので、よろしくお願いいたします。 

 １つ目は、空き家活用で移住者増にと、２つ目に、保育施設での不適切な保育

に対する予防策、３つ目に、志比北小学校再編、今のまま進めていいのかという

ことで質問させていただきます。 

 まず、空き家活用の移住の増についてであります。 
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 この４月に機構改革ということで、今回、議会で出ております。えい住課であ

りますが、これに合わせてやったわけではないですけれども、実はこの空き家の

問題、大変大きな問題だと思って今回挙げさせていただきました。 

 地方の至るところで大きな問題となっております。政府も、個人財産である空

き家の法改正をして、何とか解決していくというような姿勢も示しております。

国の試算では、平成３０年時点で長期不在空き家は全国で３４９万戸、それが令

和７年には４２０万戸、令和１２年には４７０万戸と毎年約１０万戸が増えてい

くと試算をしております。 

 一方、撤去や活用された空き家は、平成２７年から令和３年の７年間で１４万

３，０００軒にすぎないということです。加えて、この間自治体が代執行したの

は４８２軒であったということですから、まさに対症療法にすぎないと言わざる

を得ません。また、撤去費用がかさみ代執行に踏み切れない自治体が多くあり、

放置されている状態であります。 

 議会では、この問題を何とか解決したいとその糸口を探るため、先進地で学ぼ

うと福井県美浜町のＮＰＯ法人ふるさと福井サポートセンターと京都府南丹市を

訪問いたしました。 

 美浜町のふるさと福井サポートセンター、通称ふるさぽ福井の北山代表は、「１

０年以上空き家マッチング事業に取り組んでいますが、これほどたくさんの空き

家があることに気づかされたと同時に、使える空き家がほとんどないという現実

も分かってきた」と言われています。 

 本町の空き家は３３３軒で、松岡が１７２軒、永平寺８７軒、上志比が７４軒

であり、所有者へのアンケート調査では、「現状のまま」が４２％、「売買した

い」が２１％、「将来利用する」が１０％というふうな回答をいただいておりま

す。 

 この３３３軒のうち、どれくらいが利用できると、利用可能というふうに判断

をしているのでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 建設課、田辺参事。 

○建設課参事（田辺 毅君） 現在の空き家の軒数は、まず昨年度から１件増の３３

３件となっておりまして、このうち、老朽空き家が５３軒、約１６％ございます。

ですので活用可能と考えられる空き家の数は２８０軒と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中村勘太郎君） 滝波君。 
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○９番（滝波登喜男君） 空き家は放置すればするほど使えなくなるといいます。所

有者の決断が早ければ早いほどよいということです。決断を早くし、売買あるい

は賃貸で空き家を活用してもらうことです。 

 いち早く空き家バンクに登録して、移住したい人とマッチングさせる。しかし、

現在、空き家バンク登録数は１１件、県の平均を上回っているということですが、

空き家総数の実に３．３％であります。他県に比べて非常に少ないのではないか

なと思ってはいるのですけれども、この登録が進まない理由はなぜでしょうか。

メリット、デメリットはお聞きしていますけれども、いわゆる登録が進まないの

はなぜか。登録が無料であるということとか補助金までつくというのであります

から、なぜ進まないのかという原因はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 建設課参事。 

○建設課参事（田辺 毅君） 空き家バンクの登録件数がなかなか伸びないという要

因の一つとしましては、今年度の住まいる定住応援事業助成金の令和５年度の助

成件数を見てみましても新築が４２件、中古が２件となっておりまして、どうし

ても新築に対するニーズが高いことが要因と考えられます。 

 このような中、本町の空き家バンクの登録状況につきまして、先ほど３．３％

ぐらいで少ないというご意見もいただきましたが、バンク制度ができた平成１９

年以降、５年ごとの登録件数の推移を見てみますと、平成１９年から２３年の５

年間が７件、次いで平成２４年から２８年の５年間が倍増の１４件、直近の平成

２９年から令和３年が３０件と大幅に伸びている状況にございます。 

 今年度、月曜日の答弁では１１件とお話をさせていただきましたが、実は昨日、

おとついとさらに１件ずつ登録がございまして、今年度、これまで最多の１３件

の新規の登録となっております。 

 これを１万世帯当たりに換算しますと、県平均の１０件を大幅に上回る約２０

件という状況になってございます。空き家対策の効果も少しずつ出ていると考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 私の認識でも、空き家バンクに登録すれば結構活用する方

がいらっしゃるというふうな認識をしております。先ほど住まいる定住のところ

の中で中古物件が少ないというお話でしたが、それにしては活用されているので

はないかなと思っております。 
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 実は美浜のふるさぽ福井では、この空き家バンク登録が進まない理由として７

つ挙げております。１つは、所有者が動かないと。他人事、問題の先送りをして

いると。２つ目には、周りの声に影響すると。揺らぐ決断と。バンク登録を決意

したにもかかわらず、近所の方から「まだ早いわ」と言われて登録を断念すると

いうようなことも過去あったというふうに聞いております。３つ目には、現実と

のずれということで、気づいたらもう解体しか選択肢がなかったと。４つ目には、

不動産神話の崩壊ということで、必ず売れると信じていると。５つ目には、相続

放棄の誤解ということで、相続放棄したからもう管理もする必要はないと認識を

している人が結構いると。６つ目に、声が届かない。地元の困っている声が届か

ないと。そして７つ目に、行政の限界があると。行政が私的財産をいろいろてこ

入れするというのはやはり公平、平等性には欠けるということで、なかなか行政

も動かれないという理由があるようであります。 

 これらの問題に取り組んでほしいのですが、まず地域の問題だと住民が理解す

ることが必要ではないか。空き家は個人財産の問題ですから地域住民が話し合っ

てもなかなか進むことはありませんが、困っているのは地元であります。 

 そこで、空き家は移住者を呼び込むチャンスと捉えることが必要なのかなと思

います。 

 これは京都の南丹市で、平成１８年、南丹市は４町が合併し、人口３万６，４

０２人、面積６１６．４平方キロメートルということで広大な広さ、京都府で２

番目に広い山間地であります。日吉地区、美山地区、旧町村ですが、人口減少が

著しいということで、地域創生戦略を平成２７年策定する際、人口動態調査を各

行政単位１８７地区の増減を調査し、人口カルテを作りました。そしてその地区

を大きく３つに分けて、定住促進のアクションプランを立てたと言われておりま

す。その３つは、にぎわい創出定住地域、にぎわい再生定住地域、ふるさと定住

地域というふうに地区に分けて、それぞれのプランを立てたということです。 

 この人口動態を基に、どう空き家の所有者に働きかけるか、空き家の管理をど

うするのか、移住者をどう受け入れていくのかなど協議をし、活動をしているそ

うです。実はこの空き家バンクに登録するというのも、地域の方がその所有者に

働きをかけて、そしてバンク登録をしていただく。そうすることによって地区に

補助金が町から出ると、あるいは管理をすることを地区の人がやって、それも町

から補助があるというようなことで、地域でその空き家を考えて行動していると

いうことであります。 
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 このように、あくまでも個人財産の問題でありますが、積極的に地域住民と一

緒に活動することが一番大事で、キーワードかなと思っております。 

 本町では、地区別の人口動態の調査あるいは分析というのをどこまで行われて

いるのか。行われていなかったら、今後、えい住課ですか、の活動の中でどう生

かしていくのかということをぜひお答えをいただけたらと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 建設課参事。 

○建設課参事（田辺 毅君） 議員からお話のありました美浜町ですとか、南丹市の

取組については建設課のほうでも改めて情報収集しまして、参考にする部分につ

いては考えていきたいと思っております。 

 人口動態を見て現状と将来を見るとか、人口動態をどこまで解析しているかと

いうご質問に対してですが、ある程度は調べております。３月現在、世帯数に占

める空き家の割合は、町全体では約５％、松岡地区と永平寺地区は４％台、上志

比地区では７％台となっております。また、世帯数は、１０年前に比べて町全体

で約６％の増、松岡地区が１０％増、永平寺地区と上志比地区は横ばいとなって

おります。人口につきましては１０年前から、町全体では８％減に対して、松岡

地区が１．５％減、永平寺地区と上志比地区は十数％の減となっております。 

 議員ご提案のとおり、人口動態を考えるのは非常に今後の施策を考える上では

大事だと思いますので、先ほど南丹市さんはかなり細かく区分分けで分析をされ

ていたとおっしゃっておりましたので、町のほうでも今後７地区別はやろうと思

っておりました。７地区別でやろうと思っておりましたけれども、特徴的な数字

等があればもう少しきめ細かく分析を、今後かけていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ぜひね、一度細かくやっていただいて。実は細かくやると

いう利点は、それを持って地域に入っていけるという、細かい単位で入っていけ

るということだろうと思います。そのことが地域の大きな課題等を共有できるか

らということだと思います。 

 実は私も、住んでいるところ、我々の仲間で少し話をしているのですけれども、

やはり今は空き家ではないですけれども６５歳以上の単身世帯というのが幾つか

ありまして、例えば除雪とか、あるいは安否確認をどうするかというような話も

しているところであります。 

 実は空き家の予備軍というところでは、これ近い将来空き家となる物件ですが、
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先ほど言いましたとおり、具体的には６５歳以上の単身世帯ということです。こ

の数というのは多分調べていないのだろうな、と思うのですけれども、もしも調

べていたら教えていただきたいのですが、きっと空き家以上にあるのではないか

なと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 建設課参事。 

○建設課参事（田辺 毅君） 空き家予備軍につきましては、今議員おっしゃいまし

たとおり、定義は６５歳以上の高齢者単身世帯が住む住宅となっております。 

 ２月末現在、議員さんからご提案ありましたので、住民基本台帳から今回調査、

抽出を行いましたところ、町内約６，５００世帯のうち約７７０世帯、約１２％

が空き家予備軍となるということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 数字を聞いて驚きました。 

 多分、確実に空き家になるのでないかなと思っているわけですが、実はこの空

き家予備軍の対応こそが、一番重要やということをふるさぽの北山さんは言われ

ております。実は、先ほども空き家はあっても、なかなか使うことができないと。

先ほどたくさん言われましたけど、実際はなかなか使えないのではないかという

ことと、決断は早ければ早いほどいいということであります。ということは、今

所有者がいらっしゃるときに、元気なうちにという言い方になるのかも分かりま

せんけれども、この亡くなった後の家をどうするかということを、話していくと

いうことが必要だろうと思います。 

 ただ、それは実際には個人の持ち物なので、話し方は非常に難しいと思います。

これはふるさぽも言われておりました。この単身世帯にアプローチをかけるには、

やっぱり周りからしなければならないと、ましてや行政マンが行って話しするの

はなかなか難しいと思いますので、社会福祉協議会とかそういうところを使って

やるのが、使ってやるという言い方は変ですけれども、そういう方にお願いして、

この残された家をどうするか、というような話をしてみたらどうということです。

そして具体的には、どうしたらいいかといういろいろな提案を実際にふるさぽの

メンバー、ＮＰＯ法人ですから、彼らがやっていくということであります。 

 そういうふうに美浜では、社会福祉協議会や、あるいは商工会とかという各種

団体にも、そういうような話をしながら協力を仰いでいるというところがありま

した。多分、南丹市は地域にそういうものを、担ってもらっているのかなと思い
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ますし、地域の中で支援者というのが６人ほどいらっしゃるみたいなので、そう

いう方がやっているのかなと思いますが、多分そういうようなことをやっぱりい

ち早く進めていくべきと思っていますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 建設課参事。 

○建設課参事（田辺 毅君） 空き家予備軍につきましては、今実際住まわれており

ますので空家対策特措法が適用されず、先ほど議員もおっしゃいましたが、個人

情報も取得できないことから、なかなか現状把握は難しいと思っております。 

 ただ、この実数の把握は引き続き行ってまいりたいと考えておりますし、町の

広報紙等での周知は引き続き行っていくのと、今言われた南丹市さんとか美浜町

さんの取組について、もう一度検証というか研究をしてみたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 所有者の皆さんに認識を持ってもらう、いろいろな中で福祉

課がエンディングノートを、７５歳からのつどいということを今年から、後期高

齢者が２０２５年問題で増えていく中で、敬老の日にちょっと置き換えまして、

そういった方々に来ていただいて、これから後期高齢者になっていく、その中に

エンディングノートの説明やいろいろなことを、これから取り組まなければいけ

ないこと、そういった講演会みたいな形でやっていこうという企画をちょっと今

年からします。もちろん敬老会は８８歳の皆さんには、今までは催物でしたけど、

何か記念品を贈るみたいな形でやっていこうかなというふうな思いもあります。

その場で、例えばこういう、今住んでいる住宅が空き家になったときはどうなる

のかとか、これを今のうちにどういうふうに解決をしていったらいいのかという、

そういった提案もさせていただければいいのかなというふうに思います。 

 空き家はやっぱり確実にこれから増えていきます。今、新幹線が来て福井市内

に大きなマンションとかいっぱい建つということは、誰かがそこに住むというこ

とは、誰かがどこかから出ていってそこに住む。ということは、やはり若い人た

ちがそういったところに行きますと老老世帯、またそれが独り暮らしの世帯にな

っていくというのもありますので、そういった中で町は、各課横断的に説明がで

きる、そういった場をつくっていきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 確かに個人情報ですので、なかなか行政も出ていかれない

というところもありますと。そこは美浜も同じようなことを言っていまして、ふ
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るさぽ、ＮＰＯ法人と美浜町が協定を結んで、個人情報をいただいて、それにし

か使わないということで活動をしているようであります。 

 あと、移住を希望する人、どれだけニーズがあるかというのを我々もつかんで

はいないのですけれども、もしもつかんでいたらということと、そこと空き家を

マッチングさせるという動きを今からどのようにしていくのかということです。

先ほど言いましたとおり、それぞれの美浜あるいは南丹もそういうサポートセン

ターが動いているという状況があります。いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 本町への移住を希望されている数、それをちょっと

把握はしておりません。 

 しかし、移住フェアとか様々な機会を通じまして、移住の相談は今受けており

ます。その定住を希望している方の数、こういうのとはちょっと違いますが、令

和５年２月末時点での移住相談を受けた件数ですけど、５７件受けております。 

○議長（中村勘太郎君） 建設課参事。 

○建設課参事（田辺 毅君） 私のほうから、移住・定住希望者と空き家のマッチン

グをどのような方法でというご質問に対して、総合政策課と連携をしまして移

住・定住希望者の方に空き家バンクの物件を紹介しております。 

 ただ、条件に合うバンクがなかった場合には、不動産業者さん等を幾つかご紹

介をしているところであります。今後も本町に来ていただけるよう、親身になっ

て相談に乗っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 実は美浜ではマッチングを年に３回ほどやっていて、これ

で１０年ほどやっていますから、七十何組成約したというようなことを言ってお

ります。 

 ただ、バンク登録もそんなに多くないです、美浜も。それで、実はバンク登録

しませんけれども、空き家になりそうとか、空き家というところとわざとマッチ

ングとか、マッチングフェアのときに来ていただいて、成約できなかったけれど

も、また後追いで「こんな物件がありますよ」と言って成約したりとかというこ

とをやっているみたいです。ですから、やっぱり朝井議員が言われたとおり、セ

ールスマン的なそういう方が多分必要なんやろうと思います。 

 実は南丹市は支援サポートセンターというのがありまして、会計任用職員が２
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人、これは不動産関係の元職員です。多分定年終わった人なんやろうと思います。

それと地域おこし協力隊が５名から６名いたと思います。それと集落の地区の代

表者、そういうお世話をする方が６名だったと思います。それで一つの団体をつ

くってやっておりました。 

 あと次に、受入れのほうですけれども、我々が視察行った時期にちょうど池田

町の暮らしの七か条が大きく全国的な話になりまして、その辺の話もありました

けれども、やっぱり受入れのところにも大きな問題がありまして、それを解消す

ることもふるさぽの重要な任務やということで、地域の、地元のルールとか伝統、

習慣とかというものをきちっと教える、調べるということを間に入ってやってい

るとか、南丹市は、地区がそれぞれ独自で冊子を作ってそれをお渡ししていると

かという、それネットで見ましたけれども、物すごいいいものでしたけれども、

そんなのをやっているということですから、そういったことも今後やっていかな

ければならないのではないかなと思います。 

 そうしますと、本当に行政２人でできるのかということも含めて、やはりＮＰ

Ｏ法人か何か専門の方を委託するというようなことも考える必要があるのではな

いかなと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） １２月の議会の一般質問のほうでもちょっとご答弁

させていただいております。 

 今現在、永平寺町のほうで、福井県の移住サポーターで永平寺町の在住の山崎

チャナ智美さんがおられます。その方が、永平寺町へ移住を考えている方のサポ

ートをしていただいております。これは相談も含めて全てしていただいておりま

す。また、私どもへの顔つなぎも相談があった場合にしていただいています。 

 やはり移住される、そういう希望があった方については私どものほうへ来ます

ので、例えばそれが決まりましたら地区の中に入ります。そうすれば私どものほ

うが区長さんのほうへ顔つなぎをさせていただいて、うまくスムーズに運ぶよう

にと、そういうふうなこともサポートをさせていただいているところです。 

 今現在については、サポートセンター、そういう特別なところについては考え

ておりませんが、また、先ほどご紹介いただいたとおり、他市町のところもまた

調べまして対応してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 空き家バンクの登録をしますと成約が物すごく高いという状
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況がありまして、２４年から２８年は１４件登録されたら１０件が決まりました。

２９年から令和３年は３０件登録で２７件が成約しているということで、引き続

きこのバンク、先ほど建設課からもありました、年々年々伸びていっている。こ

こに登録していただくと２万円とか、いろいろな特典もつけながら進めさせてい

ただいて、引き続きこのノウハウは大分建設課が積み重ねてきましたので、ここ

もしっかりまずやっていく。 

 政策課と建設課が今取り組んでいる永住に関する部分はえい住支援課にするこ

とによりまして、より、滝波議員おっしゃられたような他市町の取組や、この町

が本当にどういうふうに分析して、どういうふうにやっていくかということをま

たしっかりと検証して進めていきますので、引き続きいろんな情報とかご指導い

ただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ぜひお願いをいたしたいと思います。やっぱり地域を、言

い方悪いですけど、巻き込むといいますか、地域の大きな課題やということを地

元の皆さんにぜひ根づかせるような、取組もぜひしていただきたいなと思います。 

 続きまして、２つ目の質問です。保育施設での不適切な保育に対する予防策と

いうことであります。 

 昨今、富山県あるいは静岡県などで保育施設での園児の虐待事件が相次いで起

こっております。本町は４月から民間園のこども園が開園するということも相ま

って、非常に子どもさんを持つ親の方々は心配をしているところではないかなと

思っております。 

 ２月６日の福井新聞に「不適切保育、１０年で１２０件」とありました。これ

は全国の９５自治体で調査した結果でありますが、福井県福井市はゼロというふ

うに言われております。ただ、これは公表する義務もないということなので、そ

れがどこまで信憑性がある数字かは分かりませんけれども、ただ、不適切な保育

という、私にはあまり耳慣れなかった言葉ですけれども、具体的にどういうよう

な定義として認識をされているのでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） 国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準や

保育所保育指針解説には、心身に有害な影響を与える行為をしてはならない、子

どもの人格を尊重し、しっかりと保育に当たらなければならないことを示してお

ります。 
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 虐待まではいかなくとも、子どもとの関わりにおいて適切ではない関わりであ

り、また、例えば子どもに罰を与えたり乱暴な関わりをしたり、身体的、心身的

に深い傷を負わせるような保育のことと認識しております。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） そうですよね。虐待だけではなくてそういうような、子ど

もを一人の人格と尊重し、いわゆるいろんな強要とか脅迫とか、言葉でも不適切

なことがあるというようなことでありました。 

 本町も２７年に子ども・子育て支援制度が改正されまして、市町村が指導監査

を全ての施設を対象に定期的かつ計画的に行うことができる、というふうになっ

ているわけですけれども、本町公共の園も含めてそういうようなことになってい

るのでしょうか。もしもなっていたら、今までの監査においてこういうような不

適切な保育というのが実際にあったのでしょうか。実態も含めて答弁をお願いし

ます。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） 実際にそのような実態はありませんでした。 

 それと、公立、私立関係なく、これは町として保育を守る関係上、権利ですし

義務でありますので、しっかりとそこは対応していきたいと考えております。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 実はあるところが調査した、保育園を考える親の会という

ところが調査した結果では、公立園はベテランの保育士さんもいらっしゃいます

し、不適切な保育というのはごくごくまれで、あまり相談件数はないけれども、

ほとんどが民間の認可外の保育園というふうになっているそうであります。 

 そういう意味では、本町も多分、公立は安心してできるんかなとは思うのです

けれども、そういった意味では今回、民間園というところでは非常に不安やなと

いうふうに感じているわけですけれども、そんなことはないと思いますけど、い

かがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） その点につきましても、４月から公立の園長会行

っておりますが、そこに民間の園長も入りまして、情報共有とかいろんな町の方

針とかも示しながらしっかりとやっていきたいと思っております。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） なぜそういった不適切なことが起きるかということをちょ
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っと調べましたら、４つの原因を言われております。 

 １つは、保育士の低賃金ということです。社会的にも経済的にも必要不可欠な

重要な職業であり、子どもの命を預かるという非常にプレッシャーのかかる職種

でありますが、それに見合う賃金がなかなか得られていないと。業務量の多さと

サービス残業とかということで非常に離職率が高く、人の入替えが激しい職種で

あると。とにかく人手不足の職場であります。そのため、保育士としての資質や

能力に欠けた人も雇い入れなければならないという現状があるというのが１点。 

 ２つ目には、保育士の配置基準です。ご存じのとおり、保育士１人に対してゼ

ロ歳児では３人まで、１・２歳が６人、３歳が２０人、４・５歳児が３０人とな

っております。この基準は４・５歳児に関してはもう７５年間変わっていないと

いうようなことで、昨今問題にはなっていますけれども、多分見直しがあるので

はないかなと思いますけれども。 

 この基準を考えた場合、本町あるいは民間園も含めて、そこの配置基準はかな

り緩和というんか、緩和という言い方が適当かどうか分かりませんけど、１人当

たりの保育士に対する園児数というのは、少なくなっているというふうに解釈す

ればいいのですかね。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） 配置基準につきましては、これはしっかりと今、

ゼロ歳は３人、２歳、３歳が６人、３歳児が２０人、４歳児、５歳児が３０人と

いう基準がありますので、新園だろうが公立だろうがその配置基準にはしっかり

と適正な基準で対応させていただいております。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ただ、幼稚園、幼児園のあり方検討委員会の答申では、た

しか２０人前後がいいだろうというような答申だったと思いますけれども、実態

はそれに基づいてやっているということでいいですかね。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） はい。実際は町としては基準以上の配置で対応さ

せていただいております。 

○議長（中村勘太郎君） 基準以上か。 

○子育て支援課長（島田通正君） あり方の、今言いました２０人とかの基準以上の

配置となっています。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 
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○９番（滝波登喜男君） ちょっとね、その辺は、せっかくの答申いただいたので、

そこは守りましょうと。学校のときには守ってということがありますので、そこ

も守って、できるだけそれに近づく方向で考えていただいたほうがいいのでない

んかなと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） たしか答申のところは小規模園の人数を、定数２

０人以上という形の答申になっています。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ちょっとまた調べさせていただきます。 

 それと、原因の３つ目です。カリキュラムの増加ということで、これは保育園

独自で行っている、例えば英語とか工作、体操、音楽などがあります。本来、保

育園は、学校のような教科カリキュラムを求められているわけではありませんけ

れども、特に民間園にとってみれば、それが大きな売りというかセールスポイン

トになって園児を集めるというような、入園者を集めるということで仕方がない

ですけれども。ただ、それがカリキュラムですから時間が決められていて、それ

までに、例えば向かわせなあかん。そうしますと非常に時間に追われて余裕のな

い保育になっているというのが３つ目の原因であります。 

 そして４つ目には、やっぱり新型コロナ感染対策で非常にここ３年間は業務量

が多いというふうなことでありました。 

 このようなことで、予防策としては、まず保育士の認識を明確にするための研

修、それと保育園でのいい環境づくりということです。実はなかなか、この間も

報道されていましたが、ああいった虐待の行為を多分ほかの保育士さんも見てい

るわけですけれども、それが言える環境ではないと、そういうような雰囲気では

ないというふうなところだろうと思います。 

 ぜひそういったところを、当然公立園もそうですけれども、民間園においても

保育士の自覚を促す研修会、そして不適切保育に当たるかどうかというような事

例も出しながら、意見交換会というのが日常的にできるような環境をつくってい

ただきたい、そういうようなご指導をしていただきたいと、思っていますけれど

も、その点は本町の公立学校、どうなっているか。そして民間園は今後どうして

いくのかということを、ぜひお答えをいただきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） その点につきましてもしっかりと園長会で、主任
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会もありますが、園長会、主任会を通じてしっかり対応して、全職員に共有でき

るような形で対応していきたいと思っております。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） それとあと、レスパイト、一休みすることも重要な、心身

のリフレッシュできるということが言えます。これは介護をしている方あるいは

看護師さんも同じですけれども、保育士さんも一つの狭い建物の中で、園児ある

いは保育士同士顔を合わせながら、毎日業務をやっているわけですから、そのス

トレスがやはり不適切な保育に移りかねないと。そういった意味では、レスパイ

ト、すなわち休暇を取っていくということが必要やと言われております。 

 本町の保育士さんの、これ有給休暇というのはどれぐらい消化されているので

しょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） 有給休暇につきましては基本、取りたい申請があ

ったらなるべく取るような形でさせております。 

 ただ、園をうまいこと回すためには、やっぱりシフトとかも調整しながら、有

給率といいますと、園ばらばらでございますが、１０％から２０％は最低でも取

っていただいているような形となっております。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 一つそこも大事な要素なので、実態はどうなっているかと

いうことと、できるだけやっぱり取っていただくということが必要だろうと思い

ますよ。 

 これは人事をつかさどっている総務課長にお願いをせなあかんのかなと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） 議員さんのご指摘受けまして、しっかり対応していきた

いと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ぜひお願いをいたします。普通の職員さんも同じですけれ

ども、リフレッシュしながら業務に当たっていただきたいと思っております。 

 そして最後に、実態把握するためには、定期的な監査、計画的な監査というの

はなかなかそこでは見つけにくいですけれども、一番はやはり保護者のお声をい

ただいて、実際にそういったことがないようにという、防止をしていくというこ
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とが大事なんかなと思います。 

 第二期の永平寺町子ども・子育て支援事業計画の中には、各園の玄関にご意見

箱を設置し、それに基づいて、出てきたことについてはマニュアルに基づき対応

しますよというようなことが書かれております。実際にそういったご意見箱が用

意されているのだろうなと思いますけれども、実態としてそういうようなところ

に意見が出てくるのでしょう、そういった類いのね。いわゆる不適切なというよ

うなところのことがあるのでしょうか。あったらぜひお聞かせをいただきたい。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） なかなかそういった実態はないですけど、電話で

通告があったり連絡帳であったりという情報でこちらは受けていますので、その

時点ですぐに保護者への対応を取りたいと思っています。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） そうですよね。玄関で意見箱置いといて、そこへ入れると

いうのは、なかなか勇気が要るものだろうと思います。やはり電話で、要は子育

て支援課になるだろうと思いますけれども、そこにお電話くださいというような

専用窓口を設置する、あるいは、中にはホームページの中で、匿名でもいいです

からそういう情報を提供してくださいというところもあるそうです。 

 ぜひそういうふうなところを参考にしながら、やはり全くゼロではないと思う

ので、そういったことをできるだけ早く察知をし、対応していくということが重

要かなと思います。民間園も含めてこれからひとつお願いをいたしたいと思いま

すが、よろしくどうぞ。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（島田通正君） 不適切な情報がないように努めてまいるのと、も

しそういう情報がありましたらしっかりと対応していきたいと思いますので、ま

たよろしくお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） それじゃ、最後の質問に移りたいと思います。 

 志比北小学校再編、今のまま進めてよいのかということであります。 

 昨日、一昨日の再編に関する答弁を聞いていたのですが、できるだけ重複を避

けて質問をさせていただきます。 

 まず、議会の再編素案についての見解です。これは令和４年１０月２４日に町

に会議結果の報告書を提出しております。会議というのは学校再編特別委員会の
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会議報告です。その中で、調査の結果というところで（１）結論とあります。そ

このところには「ア 学校再編素案の修正については、議会の意見集約に相応の

時間が必要。ついては、行政の判断で地元意見交換会を行うように」と、「イ 議

会は、公の場を設定し、住民の意見を把握するべき。ついては、議会は議会と語

ろう会などで、住民意見の把握を行う」というふうに結論を、中間ですけれども

つけております。ですから、議会が素案を認めたということではなくて、まだま

だ時間が必要ですよということを言っています、ということを前もってお話をし

て、質問に入りたいと思います。 

 町は保護者の方と地区住民の方との意見交換会と開催したわけですが、特に地

区住民の方、２月の７、８、９に交換会をしているのですけれども、私も３日目

にお伺いをさせていただきました。ただ、この３日間で延べ２７人の住民参加で

あったということであります。 

 昨日、教育長の答弁では、２週間前に意見交換会の案内チラシの各戸配布をい

たしましたと、そして特に出席依頼を例えば区長さんにお願いすることなく、公

平に欠けるというようなことで行っていません、と答弁をされているのですが、

それがちょっと私も理解はできないのですけれども、これほど大事なことは住民

に集まっていただくようお願いするのが本来ではないかなと思っています。 

 なかなかね、毎日生活している中で、特に学校に行っている子どもさんとかお

孫さんがいない家庭というのは、それほど関心がないのかも分かりません。でも、

それ以上に将来的なことも含めて、理解をしていただくということが必要なので

はないか。ですから、できるだけ集まっていただくという姿勢が必要ではなかっ

たのではないかなと思いますけれども、教育長の答弁の趣旨をちょっとお聞かせ

いただけたらと。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） 昨日ですかね、お答えしましたとおりに、出席、今議員さ

んのおっしゃる意味合いですね。区長さんにお願いして議会と語ろう会みたいな、

そういうふうな招集方法というふうなことも確かにあるわけですけど、そこまで、

我々として一応方向性は伝えていますので、その辺を含めてご意見のある方は来

ていただきたいというふうなことで、２週間前に、できるだけ早めに周知してと

いうふうなことを考えたということでご理解いただきたいと。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 方向性を示したというのは、その案内チラシの中に載って
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いるということでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） 一応皆さんもご存じだと思いますけど、新聞報道で地域の

保護者の皆様はこういうふうな形で、ご理解をいただいたというふうなこともあ

りましたので、報道していますので、そういうことを含めてというふうなことを

ご理解いただきたいと。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 令和４年３月にあり方検討委員会の答申が出ました。それ

に基づきまして、４月１４日と２８日に教育委員会を開いてそのことについて集

中的な審議をしております。その中で教育長は「地域に丁寧に説明をしてご理解

をいただくような形で進めていく。それでうまくいかなければ再編はやらない方

向になるかも分かりません」と言われております。 

 この「地域に丁寧に説明をしてご理解をいただく」という姿勢は、先ほど住民

説明のときに言われた先ほどの答弁と、少し矛盾するのではないかなと思います

けど、いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） 実は町として今言ったような形で、やはり参加するしない

は、それはやっぱり町民の方の思いということを、そういうふうなことでできる

だけ早めに通知を配布して、できるだけ多くの方に参加してほしいという思いか

ら各戸配布をさせていただきました。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 議会もせんだって語ろう会をさせていただきました。当然

区長さん通じて全戸配布をさせていただきましたが、それでもなかなか来られな

いだろうと思って、議員の数名が戸別訪問させていただきました。戸をたたいて、

ぜひご意見を聞かせていただきたいんやということでさせていただきました。 

 多分それほどしなければ、住民はやっぱりなかなか集まってこない。本当に住

民の声聞きたい、理解をしていただきたいと思うならば、そこまでとも言いませ

んけれども、そこまでするようなことも必要ではなかったのではないかなと思い

ます。いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） 何度も同じような答弁になるわけですけど、我々としては

最大限の努力はしたというふうに私も思っていますし、これも他の検討委員会、
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県内いろんな市町でやっていますね、こういう検討委員会を。そういうふうなそ

れぞれの市町の検討委員会の中ではどういうふうな形でというふうなことも含め

て、それを参考にしていただきながらこういう方法を取らせていただきました。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 新聞報道で見ていただいているからというのは、ちょっと

いただけない答弁だったなと非常に残念に思っております。 

 それで……。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） ちょっと補足だけ。 

 教育委員会が戸別訪問して全部の家に行くのであれば、それでいいのかなと思

いますけど、例えば私のうちには来たけど私のうちには来なかった、そういった

ことになりますと、その意見交換会の中での公平性といいますか、意見に偏りが

ないのかとかそういったことの心配もあったのかなというふうに思います。 

 行くのであれば全戸一軒ずつ「ぜひ来てください」と直接持っていくのも大切

かなと思いますが、なかなかそれもできない中での全戸配布だったのかなという

ふうなことも思いますので、補足させていただきます。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 我々も回らせていただいた訳ですけど、確かに必ずいると

は限りませんので全部は会えませんでしたけれども、地区によっては半分ぐらい

会えたとかというところもございます。そこは開催する側の気持ち次第ではない

かなと思っております。 

 それで、教育長は教育委員会の会議の中でこう言われております。「議会でも

地域のことが入っていないと言われていますが、教育的視点で諮問していますか

ら、逆に言えば入ったらおかしいのです」と言われております。でも学校という

のは、確かに子どもの教育の場でもありますけれども、地域のコミュニティいわ

ゆる地域の歴史を抱えた学校だろうと思います。 

 実は私、浄法寺村の村史を開いてみました。明治７年に吉波小学校、ワタナベ

ヘイウエモンさんというお宅を学校として借りてやっております。生徒数、男子

５０名、女子５名です。教員お二人。そして次の明治８年には上浄法寺のアマヤ

ナオキさん宅かね、ここを借り入れて浄法寺のほうの学校をつくっております。

そして１０年には栃原、２２年には今の岩野の現学校校舎があるところに学校を

新築して、ほかのところを全部廃校してやっていったという経緯があります。そ
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して２６年に浄法寺尋常小学校というふうに改名をしております。 

 そして財政のところをちょっと見ましたら、浄法寺村は山間部の２３０戸余り

の小さな村ですと。財源も少なく予算も少額であったと。歳入の６割は戸数割で

徴収し、１戸当たり３４円から５円の多額に上っていると。しかし、納税成績は

良好で滞納者もなかったと。そのうち教育費が５割から６割も占めていたという

ふうに載っています。 

 これは、やはり地域の方が何としても子どもたちに正しい教育を与えたいとい

う努力の成果だろうと思います。明治７年からというと１５０年の歴史がありま

す。この１５０年の歴史のある小学校を、たった四、五か月の間に統廃合しよう

という方向性が私はなかなか出せないし、今の状態で地域の方が理解したとは到

底思えないですけれども、それでも議会はどう判断するかというのを求めてくる

のでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 教育長。 

○教育長（室 秀典君） 今の地域をないがしろといいますかね、結局答申の、私の

諮問が教育的視点というふうなことで示しましたので、教育委員会でも説明のと

きにそういう話をしたというふうに私は思っています。 

 以上です。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 何回も言いますけれども、学校は教育施設でもありますけ

れども地域の大きなコミュニティの視点でありますし、我々の先人たちが努力し

て努力して学校を造って、そして子どもたちに正しい教育を与えたいと努力して

いる結果です。その成果を、踏みにじるという言い方はおかしいですけれども、

やはり大事にしながら慎重に進めるべきだと私は思います。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 先ほど議会に結論を求めているかというのでありましたが、

結論を求めているのではありません。例えばさっきの特認校の話や、議会が特認

校をするべきだとかだったら、またそれは提示をしますし、今おっしゃられたと

おりに、滝波議員の一意見かもしれません。ただ、議会としてどういうふうな、

まだ足りないとかどうなのかとかというのは、やっぱりそういったことを私たち

はお願いしているといいますか求めていますので、今するのかしないのかとかそ

ういった結論を求めているのではない、ということはご理解をよろしくお願いし

たいと思います。 
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○９番（滝波登喜男君） 以上で終わります。 

○議長（中村勘太郎君） 以上で通告による質問を終わります。 

 お諮りします。 

 一般質問はこの程度で終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 これにて一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ０時２９分 休憩） 

────────────── 

（午後 ０時２９分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） 休憩前に引き続き再開します。 

 これをもちまして本日の日程は全て議了しました。 

 本日はこれをもちまして散会といたします。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 明日３月９日は午前９時より本会議を開催いたしますので、ご参集のほどよろ

しくお願いを申し上げます。 

 本日はご苦労さまでございました。 

（午後 ０時３０分 散会） 

 


